
岬町立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月２７日

岬町教育委員会

教育長 古 橋 重 和

岬町教育委員会規則第３号

岬町立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則

岬町立学校管理運営に関する規則（昭和３２年岬町規則第１６号）の一部を改正する規

則の一部を次のように改正する。

第４条の７を次のように改める。

（主幹等）
第４条の７ 学校に、主幹、主査、副主査及び主事（以下この条において「主幹等」とい

う。）を置くことができる。

２ 主幹等は、事務職員をもって充てる。

３ 主幹等は、上司の指揮を受け、担任事務をつかさどり、担任事務を通じて学校運営に

参画するものとする。

４ 主幹等の職務内容については、別に定める。

第４条の８から第４条の１０までを削り、第４条の１１を第４条の８とし、第４条の１

２を第４条の９とし、同条の次に次の１条を加える。

（共同学校事務室）

第４条の１０ 教育委員会は、その指定する２以上の学校に係る事務を当該学校の事務職

員が共同処理するための組織として、当該指定する２以上の学校のうちいずれかの学校

に、共同学校事務室を置くことができる。

２ 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 前２号に掲げるもののほか、共同処理することが適当であると教育長が認める事務

３ 共同学校事務室に室長その他必要な職員を置き、室長は、共同学校事務室の室務をつ

かさどる。

４ 共同学校事務室の室長及び職員は、第２項の事務を共同処理する学校の事務職員をも

って充てる。

５ 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。


